
令
和
六
年
能
登
半
島
地
震
に
よ
る
災
害
に
対
処
す
る
た
め
の
要
介
護
認
定
有
効
期
間
及
び
要
支
援
認
定
有
効
期

間
の
特
例
に
関
す
る
省
令

１

令
和
六
年
能
登
半
島
地
震
に
よ
る
災
害
に
際
し
災
害
救
助
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
十
八
号
）
が
適
用
さ
れ

た
市
町
村
の
区
域
内
に
住
所
を
有
す
る
被
保
険
者
に
係
る
要
介
護
認
定
有
効
期
間
（
介
護
保
険
法
施
行
規
則
（
平
成

十
一
年
厚
生
省
令
第
三
十
六
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
三
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
要
介
護
認
定
有
効
期

間
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
要
支
援
認
定
有
効
期
間
（
規
則
第
五
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
要
支
援

認
定
有
効
期
間
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
則
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

規
則
第
三
十
八
条
第

一
項
（
規
則
第
四
十

一
条
第
二
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）

と
第
二
号
に
掲
げ
る
期
間

及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
期
間
並
び
に
十
二

月
間
ま
で
の
範
囲
内
で
市
町
村
が
定
め
る

期
間

規
則
第
三
十
八
条
第

二
項
（
規
則
第
四
十

一
条
第
二
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）

の
期
間

の
期
間
と
十
二
月
間
ま
で
の
範
囲
内
で
市

町
村
が
定
め
る
期
間
を
合
算
し
て
得
た
期

間

規
則
第
五
十
二
条
第

一
項
（
規
則
第
五
十

五
条
第
二
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）

と
第
二
号
に
掲
げ
る
期
間

及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
期
間
並
び
に
十
二

月
間
ま
で
の
範
囲
内
で
市
町
村
が
定
め
る

期
間

規
則
第
五
十
二
条
第

二
項
（
規
則
第
五
十

五
条
第
二
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）

の
期
間

の
期
間
と
十
二
月
間
ま
で
の
範
囲
内
で
市

町
村
が
定
め
る
期
間
を
合
算
し
て
得
た
期

間

２

前
項
の
規
定
は
、
令
和
六
年
一
月
一
日
か
ら
同
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
同
項
の
規
定
の
適
用
が
な
い
と

し
た
な
ら
ば
満
了
す
る
要
介
護
認
定
有
効
期
間
及
び
要
支
援
認
定
有
効
期
間
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

令和年月日 火曜日 (号外特第号)官 報

〇
厚
生
労
働
省
令
第
三
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
二
十
八
条
第
一
項
（
同
条
第
十
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
及
び
第
三
十
三
条
第
一
項
（
同
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
令
和
六
年

能
登
半
島
地
震
に
よ
る
災
害
に
対
処
す
る
た
め
の
要
介
護
認
定
有
効
期
間
及
び
要
支
援
認
定
有
効
期
間
の
特
例
に
関
す

る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
六
年
一
月
十
六
日

厚
生
労
働
大
臣

武
見

敬
三




